
身上関係書類の送付様式等について（例規）

最終改正 平成30．４．20 例規教第16号

京都府警察本部長から各部長、各所属長あて

職員の配置換えに伴う身上関係書頼の新所属への送付方法については、従来から統一された様

式等がなく、その取り扱いに不合理を生じていたむきもあつたので、このたび、これの様式等に

ついて、次のように定めたから、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 身上関係書類の送付事務は、本部および市警察部の各所属においては庶務係、警察署におい

ては、警務係が行なうこととする。

２ 身上関係書類の送付様式は、次のとおりとする。



年 月末日廃棄

殿 第 号

年 月 日

（所属長）

身上関係書類等送付書

年 月 日付けで貴所属に配置換えとなる者の身上関係書類等を下記のとおり送付する。

記

階級

氏 名

書 類 等

勤 務 記 録 簿

週 休 日 の 振 替 簿

休 日 の 代 休 指 定 簿

住 居 手 当 認 定 簿

通 勤 手 当 認 定 簿

単 身 赴 任 手 当 認 定 簿

管 理 職 員 特 別 勤 務 実 績 簿

給 与 記 録 表

扶養控除等（異動）申告書

児童手当・特例給付受給者台帳

健康診断の結果に係る書類


